
ア ス ベ ス ト 施 工 状 況 

  ～本庁舎 高層部２階 床梁壁図～ 

 

～アスベスト施工位置（赤矢印部分）～ 

  

 

天井裏の梁の部分（黄色）に 

 アスベストが吹き付けられている。 

～天井部分断面図～ 

 本庁舎高層部天井裏におけるアスベストは、 

   ①施工方法    吹き付け後、コテで押さえ 

   ②建材の種類   石綿含有吹き付け材 「レベル１」(注） 

   ③石綿の種類   クリソタイル （白石綿） 

            アモサイト  （茶石綿） 

            クロシドライド（青石綿） 

   ④発塵性     著しく高い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 材料の種類におけるレベルは、建設業労働災害防止協会による石綿含有建材別作業
レベル区分による。 

  レベル１：石綿を含有する吹き付け材 
  レベル２：石綿を含有する保温材等 
  レベル３：レベル１、レベル２以外の石綿含有建材等で、屋根材などに使用されて

いる成形タイプをいう。 
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ア ス ベ ス ト 対 策 に つ い て 

 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災を受け、 

 平成 23年 12月、本庁舎におけるアスベストの現況を調査し、下記の対応を行った。 

  

   

 

本庁舎のアスベスト施工箇所：高層棟 1～8階の天井梁部分及び低層棟 4階議場天井梁 

 

  

 
  

調 査 日：平成 23年 12月 3日(土)、12月 9日(金) 

調査場所：高層棟 4階会議室天井内及び低層棟 4階議場天井内 

調査方法：点検口から天井内を目視調査 

  

     

対象 現   況 検討結果  実施内容 

高層部 

4階 

会議室 

天井内 

・鉄骨梁部に吹付アスベストを確認する。 

・吹付アスベストのコテ押さえの仕上げ状況は、原

型が概ね確保されており、形状変化は見られない。 

・現在囲い込みが形成されており、現状のままで良いと

思われる。 

 

現状維持 
・コンクリートスラブから天井下地までの吊りボル

トの吊高さは約 800mm 程度で、天井下地の振れ止

めは無い。 

・吊りボルトの吊高さも 800mm と短く、天井下地の耐震

振れ止め補強は必要なく、天井ボードも現状のままで

良いと思われる。 

低層部 

4階 

議場 

天井内 

・中央鉄骨梁部に吹付アスベストを確認する。 

・吹付アスベスト状況は、コテ押さえでなく、吹き

付けのままの仕上げのため、表面が柔らかく削れ

やすいため、点検通路廻りで人為的と思われる損

傷による垂れ下がり剥落、剥離が一部みられる。 

・また、経時変化によると思われる表層下部の繊維

の垂れ下がり剥離も一部みられる。 

・吹付アスベストが表層の損傷・劣化が進行しているよ

うにみられるため、封じ込め処理又は除去工事を行う

ことが望ましいが、条件的には封じ込め工法が良いと

思われる。 

 平成 25年 2月に、議場天井補強工事を実施 

＜実施内容＞ 

・吹付アスベストの表面に樹脂を吹き付けて表面を固化する（封

じ込め処理） 

・吊ボルトの吊り代が 1,500mm 以上の箇所に水平振れ止め補強

や耐震ブレスによる補強を実施 

・コンクリートスラブから天井下地までの吊りボル

トの吊高さは 1,900～3,700mm程度有り、中間の振

れ止めは無い。 

・水平振れ止め補強等を行うことが望ましい。 

～調査・施工業者に確認した結果～ 

・当該調査では、あくまで目視による調査・検討であり、引張強

度試験までは実施していない。 

・また、過去に経験した揺れ（阪神淡路大震災のときは岐阜市で

震度 4）では、問題は生じていないが、それ以上の揺れが生じ

た時についても大丈夫であると確約するものではない。 
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東 日 本 大 震 災 に よ る 被 害 状 況 

東日本大震災による庁舎の被害状況 
 

須賀川市における市庁舎の被害状況 

  

  
出典：須賀川市作成「須賀川市における東日本大震災の被害状況」より引用 

 

大規模空間を有する建築物の天井脱落被害 

 

音楽ホール 

 

体育館 

 

体育館 

 

旅客施設 

出典：国土交通省作成「天井脱落対策の検討状況及び耐震改修促進法の改正」より引用 
 

震度５強以上を観測した主な自治体の庁舎の被災状況  

 
出典：葛飾区作成「東日本大震災による庁舎の被害状況」（平成 23年 4月 25日）の写しより引用 
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岐阜市本庁舎におけるアスベスト関連新聞記事 

 ～平成 17年(2005年)8月 11日～ 

 
環境基準とは 

  中日新聞 

 

  岐阜新聞 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

１ｃｍ3  約１２４万ｍ3 

   
 

 

◎環境基準 

  大気汚染防止法による環境基準は、「1リットルにつき 10本」とされている。 

◎例えば… 

  1立方センチメートルのアスベストの塊が均等に拡散したと仮定した場合、 

 

    東京ドーム 1杯分以上の空間に拡散しなければ、 

 

      環境基準以下とならない。 

１ｃｍ3の塊の中には、 

おおよそ 127 億本以上の

アスベストが含有してい

るとされています。 
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